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 球磨地域医療構想調整会議 委員 様 

 

熊本県人吉保健所長 

 

第９回球磨地域医療構想調整会議の書面協議について（依頼） 

 本県の医療行政の推進につきましては、日頃から御理解と御協力を賜り、深く感謝申し

上げます。 

この度、本会議において御協議いただきたい事案があり、本来であれば参集形式で会議

を開催すべきところですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から両医師会

長に相談のうえ、書面形式による協議に代えさせていただきます。 

つきましては、関係資料を別添のとおり送付いたしますので、協議事項について御検討

いただき、別紙「書面決議書」に必要事項を御記入の上、令和４年（２０２２年）１１月  

１６日（水）までに御回答ください。 

なお、期限内に御回答いただけない場合は、異議なしとされたものとして取り扱うこと

とさせていただきます。 

 

１ 協議事項 

（１）新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた地域医療構想の進め方について 

（２）地域医療支援病院の新たな責務について 

 

２ 協議理由 

国の通知を受け、県としてはコロナ禍であっても高齢化や人口減少が進む中、地域

医療構想の実現に向け、コロナ対応を踏まえて確認された医療機関の役割を踏まえ

ながら、地域での議論の促進、分化連携に向けた取組みを着実に進めていくことと

いう今後の取組の方向性が示されていることから、当該圏域においても令和４年度

の具体的な取り組みを進め、協議方法・協議順序等について協議する。 

 

３ 関係資料 

【資料１】新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた地域医療構想の進め方について 

【資料２】地域医療支援病院の新たな責務について 

＜報告＞ 

【資料３】医師の働き方改革について 

【資料４】外来医療計画・外来機能報告について 

【資料５】令和 4 年度地域医療構想関係予算の概要について 

 

 

 

 



第９回球磨地域医療構想調整会議（令和４年度第１回開催） 

書 面 決 議 書 
（記入日） 

令和４年（２０２２年）   月   日 
 

球磨地域医療構想調整会議 議長 様 

委員名              

 

【協議事項（１）】新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた地域医療構想の進め方に 

ついて 

・球磨地域医療構想調整会議における協議方法については、資料１ 23 ﾍﾟｰｼﾞ記載のと 

 おり、これまでと同様、政策医療を担う中心的な医療機関は、「統一様式」により、そ 

の他の病院と有床診療所は、一覧を用いて一括で協議する方法とする。 

・協議順序については、資料１  26 ﾍﾟｰｼﾞ記載のとおり、政策医療を担う医療機関を今 

年度中に協議し、令和５年度中にその他医療機関の協議を行う。 

 

                         （資料１ 23 ページより） 

 

協議事項（１）について、球磨地域医療構想調整会議における方針・意見として県医療

審議会へ報告することに 

 □ 異議なし 

 □ 異議あり 

     異議ありの場合はその内容を具体的に御記入ください。 

 

 

 

                             ※裏面あり 

 

 

別紙 書面決議書 



【協議事項（２）】地域医療支援病院の新たな責務について 

医療法に基づき、地域医療支援病院の管理者が行わなければならない「地域におけ 

る医療の確保を図るために特に必要であるものとして都道府県知事が定める事項」は、 

資料２ 4 ﾍﾟｰｼﾞ記載のア）からエ）のとおりとする。なお、地域医療支援病院におい 

ては、これらの事項を既に担っていると考えられるため、令和５年度にかけて各医療 

機関の役割を検討・協議する中で、改めて確認することとする。 
 

ア）医師の少ない地域を支援すること。 

   イ）近接している医療機関と競合している場合は、地域医療構想調整会議 

     における協議に基づき、医療需要に応じ、必要な医療に重点化した医 

     療を提供すること。 

   ウ）平常時からの準備も含め、新興感染症等がまん延し、又はそのおそれ 

     がある状況において感染症医療の提供を行うこと。 

   エ）平常時からの準備も含め、災害時に医療を提供すること。 
 

（資料２ 4 ページより） 
 

協議事項（２）について、球磨地域医療構想調整会議における方針・意見として県医療

審議会へ報告することに 

 □ 異議なし 

 □ 異議あり 

     異議あり（更に追加すべき事項がある等）の場合はその内容を具体的に御記入くださ

い。 

 

 

 

 

※委員名欄に署名の上、協議事項の該当箇所に☑を入れてください。 

 ※令和４年（２０２２年）１１月１６日（水）までに FAX又はメールで下記担当まで御

提出ください。 

 

 

 

【お問い合わせ】 

熊本県人吉保健所 総務福祉課 担当：椎葉 

TEL：０９６６－２２－１０４０ 

FAX：０９６６－２２－３１２９ 

Mail：ogawa-k@pref.kumamoto.lg.jp 



【協議事項（１）】関係 

 

 

 （資料１ 26 ページより） 

 

 

 


